
      最初にチェック!

【事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 R080401島根労働局職業安定部

安定所
チェック

提出書類 備考

1

出向元
【様式第6号(1)】 産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コー
ス）支給申請書

支給申請時に必ず必要となります。

2

出向元

【様式第6号(2)】 出向元事業所賃金補填額・負担額等調書 支給申請時に必ず必要となります。

3

出向先

【様式第6号(3)】 出向先事業所賃金補填額・負担額等調書 支給申請時に必ず必要となります。

4

出向元 出向先

【様式第6号(4)】 支給対象労働者別支給額算定調書（共通） 支給申請時に必ず必要となります。

5

出向元

【様式第7号(1)】  出向実施結果報告書（出向元事業主） 支給申請時に必ず必要となります。

6

出向元

【様式第7号(2)】  出向実施結果報告書（出向労働者） 支給申請時に必ず必要となります。

7

出向元

【共通要領様式】 支給要件確認申立書 支給申請時に必ず必要となります。

8

出向元
（共通要領様式第１号）支給要件確認申立書（別紙）
　「役員等一覧」

支給申請時に必ず必要となります。

9

出向元

【共通要領様式】支払方法・受取人住所届
新規に助成金を受けようとする場合又は登録済の口座
番号に変更がある場合に提出が必要です。

10

出向元

【確認書類(2)】 事業所の状況に関する書類 支給申請時に必ず必要となります。

11

出向元

【確認書類(4)】 出向の実績に関する書類 支給申請時に必ず必要となります。

12

出向元

【確認書類(5)】 対象労働者に該当することの確認のための書類 支給申請時に必ず必要となります。

13

出向元

【確認書類(6)】 出向終了後の状況の確認のための書類 支給申請時に必ず必要となります。

14

出向元
【確認書類(7)】 出向復帰後の賃金が上昇していることの確認のた
めの書類

支給申請時に必ず必要となります。

※その他、必要な確認書類は裏面に記載しています。

産業雇用安定助成金【スキルアップ支援コース】（支給申請） 提出書類チェックリスト

事業主
チェック

提出時期 支給申請書の提出は、対象労働者の「賃金上昇確認期間」の末日の翌日から２か月以内です。



支給申請時に必ず必要となります。

出向元 出向先

出向元 出向先

出向元 出向先

支給申請時に必ず必要となります。

出向元

支給申請時に必ず必要となります。

出向元

支給申請時に必ず必要となります。

出向元

支給申請時の出向元事業主の企業規模が「中小」であ
る場合で、計画届提出時、様式第１号の企業規模欄に
「大」を選択していた場合に提出してください。

出向元

※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

確認書類(6) 出向終了後の状況の確認のための書類

各出向労働者について、出向終了日の翌日から起算して６か月を経過する日の翌日において継続して雇用されていること
および当該日までの間に出向、派遣、請負等により、出向元事業所以外の事業所において就労していないことが確認でき
る「労働者名簿」、「出勤簿」、「タイムカード」などの書類

8

確認書類(8) 中小企業に該当しているかの確認のための書類

a. 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「法人税確定申告書」などの書類

b. 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織図」などの書類

確認書類(7) 出向復帰後の賃金が上昇していることの確認のための書類

各出向労働者に係る、出向開始日の属する月の前月及び賃金上昇確認期間の各月に支払われた毎月決まって支払われる賃
金が確認できる（所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確
に区分されている）、出向元事業所の「賃金台帳」などの書類

② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類

a. 出向元事業主または出向先事業主が出向労働者の賃金の全部または一部を負担していることが確認できる書類
　（部分出向を行う場合の出向元事業所の書類は、出向先事業所で勤務を行う日に係る出向労働者の賃金に対して
　   出向元事業主が負担した額を確認できるものに限る）

(ｱ) 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合（Ｂ型・Ｃ型・Ｄ型・Ｅ型・Ｆ型）
　　→出向元事業所の「賃金台帳」などの書類

(ｲ) 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合（Ａ型・Ｂ型・Ｄ型・Ｅ型・G型）
　　→出向先事業所の「賃金台帳」などの書類

(ｳ) 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型・Ｄ型）
　　→「賃金補助額を証明する書類」（その額が証明されるものであれば書類の種類・名称・様式は問わない。出向
　　元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい。ただし月ごとの額が確認できるもの）

b 支給対象期の賃金額が出向前の賃金額以上であることを確認できる、各出向労働者の書類

(a) 出向開始日前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認できる出向元事業所の「就業規則」などの書類

(b) 出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる１時間当たりの賃金の額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に
対して支払われた基本賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）、出向元事業所の「賃金台
帳」などの書類

(c) 出向終了日以前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認できる出向元事業所または出向先事業所の「就業
規則」などの書類

(d) 出向終了日現在の労働日に通常支払われる１時間当たりの賃金の額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に対し
て支払われた基本賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）出向元事業所または出向先事業
所の「賃金台帳」などの書類

(e) 出向開始前6か月の労働日に通常支払われる賃金の額について、合理的な理由なく引き下げていないことが確認できる
出向元事業所の「賃金台帳」などの書類

確認書類(5) 対象労働者に該当することの確認のための書類

a. 出向労働者が期間の定めのない労働契約を締結している者であることが確認できる、「労働者名簿」、「雇用契約書」
などの書類

b. 出向労働者が出向開始日の前日から起算して６か月前の日から出向開始日までの間のいずれかの日において、出向元事
業主の事業の一環として行われる出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所において就労していないことが確
認できる、出向元事業所の「労働者名簿」、「出勤簿」、「タイムカード」などの書類

確認書類(4) 出向の実績に関する書類

① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係の確認のための書類

出向の形態と雇用関係に応じた次の書類

出向労働者が出向開始日以降に出向先事業所で実際に勤務していること、出向先事業所での勤務状況、出向労働者の人
数、出向の形態と雇用関係が確認できる、出向元事業所と出向先事業所の「労働者名簿」「出勤簿」「タイムカード」
「出向労働者台帳」などの書類


